
鶴見一丁目地区の状況はこちらでもご覧になれます
⇒http://www.ur-net.go.jp/tsurumi

【お問い合わせ先】

（ (仮称)鶴見花月園公園の整備内容等について）
■横浜市環境創造局 公園緑地部 公園緑地整備課 電話 045-671-4612

（地区全体のまちづくりの考え方について）
■横浜市都市整備局 地域まちづくり部地域まちづくり課 電話 045-671-2667

（地区全体の整備内容や事業スケジュール等について）
■UR都市機構 東日本都市再生本部
（計画関連）事業推進部 事業推進第2課 電話 03-5323-0589
（工事関連）基盤整備計画部 基盤統括課 電話 03-5323-0848

（工事について）
■UR都市機構 UR鶴見一丁目地区工事監督員事務所 電話 0120-454-081

電話 080-1036-0238

事業全体スケジュール（予定）
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開発手続 解体工事

造成・擁壁・上下水道施設・道路等工事

公園整備工事

現在 スロープ工事

建物（旧社宅）解体工事の施工不良に伴う対策工事について

多目的広場

提供公園1

今回決定した
施工業者の範囲

多目的広場・提供公園１工事施工業者が決定しました

◆施工業者
・西武造園株式会社

◆工事件名
・(仮称)鶴見花月園公園多目的広場他整備工事

◆主な工事内容
・園路広場整備工事、植栽工事
・グラウンド整備工事等

多目的広場・提供公園1工事の施工業者が決定
しましたのでお知らせします。

「宅地2エリア」内における建物（旧社宅）解体工事
の施工不良に伴う、基礎杭跡の埋戻し工事は、11月
に完了し、現在は斜面部の地盤改良工事を進めてお
ります。地盤改良工事は１２月末に完了の予定です。
また、１２月から１月末にかけて施工後の地質調査
を行い、安全性の再確認を行います。

前回お知らせした施工業者の範囲
西武・藤建設工事共同企業体

ＮＯ．
18

まちづくりニュース
（花月園競輪場跡地）
令和元年12月１日 発行：横浜市 環境創造局、都市整備局

ＵＲ都市機構 東日本都市再生本部

工事の進捗状況について

前回（No.17）のまちづくりニュースにおいて、UR工事監督員事務所の移転及び新事務所まで
の通行ルートについてお知らせしましたが、工事車両のルート等を精査したところ、お知らせした
ルートでは、十分な安全性が確保できないことがわかりました。大変ご不便をおかけしますが、
新事務所への通行ルートを下記の通り変更させていただきます。（Aルート及びBルート）
急な坂道や階段を利用することとなり、大変ご不便、ご迷惑をおかけしますが、今後工事の進
捗に伴って、安全でアクセスしやすい通行ルートを検討してまいります。
なお、緊急の場合や直接事務所まで行くことが困難な方は、ご連絡ください。
※電話番号と住所は下記の通り変更になります。

ＵＲ工事監督員事務所が移転しました

日頃から本工事に対するご理解とご協力をいただきありがとうございます。
現在、基盤整備工事として12m道路の舗装工事、宅地・防災公園の造成工事を行っており、地
区公園では樹木の伐採工事、草刈等公園整備工事の準備工事を進めています。
工事中は、大型機械や重機の使用による騒音・振動等で、皆様にはご迷惑をおかけしますが、
細心の注意を払い安全に工事を進めてまいりますので、引続きご理解・ご協力をお願いします。

入口ゲート

＜新事務所までのルート＞
鶴見駅方向バス停「柳町」交差点(①)の坂を上がり、②を曲がり、③のT字路左の階段を道なりに
上がってください。④の右奥が出入口になります。

※事務所前は仮設通路のため
工事の進捗に伴って、ルートが変更
になる可能性があります。

新事務所

ファミリー
マート

宅地2

旧事務所

宅地1

宅地3

(仮称)鶴見花月園公園

②

③

④
花月園前駅

①

（新）UR工事監督員事務所
住所：鶴見区鶴見一丁目１
電話：０１２０－４５－４０８１

緊急時：０８０－１０３６－０２３８

Bルートは
階段になりますAルート

Bルート



※工事の進捗に伴って防災施設は変更になります。
適宜、改善しながら工事を進めてまいります。

No.17号（令和元年10月1日発行）でお知ら
せしました、９月９日の台風15号による土砂
流出においては、周辺にお住まいの皆様に
はご迷惑をおかけし、大変申し訳ございま
せんでした。

台風等の大雨対策として、工事施工区域
内の排水経路を見直し、防災施設の増強、
掘削面保護、大型仮設沈砂池の追加を行い
ました。
（写真①～④）

10月12日の台風19号においては、被害を
防ぐことができました。

事業を進めるにあたり、適宜改善して工
事を進めてまいりますので、ご理解・ご協
力をお願いします。

土砂流出の対策について

＜防災施設の説明＞
①防災小堤
降雨によって発生した平地の
土砂流出を防止

②掘削面保護
降雨によって発生した造成中の
土の表面の土砂流出を防止

③土のう
泥水の流出を抑制

④沈砂池
雨水や泥水を一時的に貯める池

＜連絡先＞
連絡先が変更になりましたのでご注意ください

（新）ＵＲ工事監督員事務所
住所：鶴見区鶴見一丁目１
電話：０１２０－４５－４０８１

緊急時：０８０－１０３６－０２３８

②掘削面保護①防災小堤

④仮設沈砂池-2④仮設沈砂池-1③土のう-1 ③土のう-2

②掘削面保護

①防災小堤

③土のう（各所に設置）

④仮設沈砂池

新設防災施設

既存防災施設

仮設沈砂池

防災小堤


